
宇治市身体障害者訪問入浴サービス事業について 

 

令和５年７月１日 

 

☆利用できる方 

 訪問入浴サービスを利用することが出来る方は、市内に居住する１０歳以上

の、身体障害者手帳の１級または２級に該当する重度の身体障害者で、次の各号

の（１）～（３）のすべてに該当する方です。 

（１）居宅等において、家族等の介助だけでは入浴が困難な者 

（２）医師が入浴可能と認めた者 

（３）介護している家族等の立会いが可能な者 

 

 

☆利用方法 

 利用希望者は、宇治市役所障害福祉課に次の（１）～（４）の書類を添えて申

請してください。 

（１）身体障害者訪問入浴サービス利用申請書 

（２）健康診断書 

（３）誓約書 

（４）同意書 

 

 

☆利用までの流れ 
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☆利用の停止・廃止 

 次のいずれかに該当するときは、身体障害者訪問入浴サービス停止・廃止通知

書により利用者に通知します。 

（１）訪問入浴サービスの必要がなくなったとき 

（２）訪問入浴サービスに必要な協力が得られないとき 

（３）実施機関が入浴を困難と判断したとき 

（４）その他市長が訪問入浴サービスの利用を困難と判断したとき 

 

 

☆こんなときは届け出てください 

（１）住所や氏名を変更したとき 

（２）利用者負担率が変更したとき 

（３）訪問入浴サービスを利用する必要が無くなったとき 

 

 

☆利用料金について 

  

 

  

 

 

 

 

 

１回の入浴にかかる費用   １０，０００円 

   利用者負担（例：２．５％）    ２５０円 

   宇治市負担          ９，７５０円 

 

利用は週１回（月に４回、５週目のある月は５回） 

年度内で５２回まで上記負担額で利用できます。（５３回以降は実費負担になり

ます） 

 

☆お申込み・お問い合わせ先 

宇治市役所 障害福祉課 福祉サービス係 

〒６１１－８５０１ 宇治市宇治琵琶３３番地 

電話 ０７７４－２２－３１４１（代表）FAX ０７７４－２２－７１１７ 

世帯区分 利用者負担率 

生活保護 0％ 

非課税世帯 0％ 

課税世帯 
1.2％（児童） 

2.5％（大人） 


